
１ まず最初に全国歴史資料保存利用機関連絡協議会について報告する時間を

作っていただきありがとうございます。わたくしはこの会の副会長の一人で国

際担当をしています岡山県立記録資料館の定兼と申します。はじめに我が会の

概要を述べ、３つの委員会の活動を紹介いたします。 

 

２ わたくしどもの会の名称は長いので、通常は「全史料協」と略しています

。ごらんのようなロゴマークもつくっています。 

 

３ 会の目的は、「会員相互の連絡と提携を図り、研究協議を通じて、歴史資

料の保存利用活動の振興に寄与すること」で、1976年に発足しました。会員は

、機関会員と個人会員の２種類で構成しています。2015年6月現在の会員数は機

関会員134、個人会員299の計433です。機関会員には、歴史資料を保存・利用し

ている機関が参加しています。日本での名称は、文書館（monjokan  bunsyoka

n)、公文書館(koubunsyokan)、歴史資料館(rekishishiryoukan)、rekisikan,k

irokushiryoukan,そして自治体史編さん室、および大学史資料室等、多岐にわ

たっています。個人会員は、この会の目的に賛同して入会した人で、史料を保

存し利用に供する実務や研究をしている方々です。 

 

４ 活動は、大きくわけて３つあります。①全国大会、②地域部会、③委員会

他です。①全国大会は、年に１度全国から会員が集まり、総会・研究会・研修

会・懇親会を行います。②地域部会は、地域ごとに月例研究会などで研鑚を積

んでいまして、現在は関東部会と近畿部会の二つがあります。③委員会他の活

動としては、調査報告会や啓発活動、要望書の提出や意見書の報告、広報をし

ています。また臨時的に東日本大震災被災資料の救出ボランティアとか、ＩＣ

Ａなど海外専門家の方々との交流を深めることもしています。 

 

５ 運営体制は、何度かの改革を経て2009年から現体制となりました。現在は

会長事務局を中心に副会長事務局と３つの委員会を構成して運営しています。

委員は1期2年を原則としていまして、2015年4月から第21期目の体制です。会長

事務局は全体統括、副会長事務局は会長の補佐と国際担当です。３つの委員会



とは、大会・研修委員会、調査・研究委員会、広報・広聴委員会です。画像の

日本語「広聴・広報」は誤りです。後ほど説明いたしますが、それぞれの簡単

な内容をいいますと、大会・研修委員会では、全国大会及び研修会の企画運営

を行います。調査・研究委員会では、公文書館に関する諸問題の調査研究を行

うとともに、研修セミナーを開催します。広報・広聴委員会では、会誌『記録

と史料』及び会報等を出版するとともに、ホームページの管理・運営を行いま

す 

 それではこれから、この３つの委員会が所掌している事項に沿って説明いた

します。 

 

６ Ⅰ 大会・研修    

 全史料協は1976年に発足大会をしたのですけれども、その前史を少し述べま

す。わが国の史料保存の歴史は古いのですが、我が会に関係するところでいえ

ば、1950年前後から研究者と利用者による、地域社会における古文書保存運動

が盛り上がったことが前史といえるでしょう。それは大学等や文部省史料館、

一部公立図書館関係者が行っていました。しかしその頃は、地方自治体の公文

書保存については、まだ認識が甘かったといえます。 

 日本の地方自治制度は、47の都道府県と基礎的自治体である市町村の二重構

造になっています。この地方自治体の公文書保存に目が行き届き出すのは1960

年前後からです。 

 

７ 1959年、地方自治体で日本最初に公文書および地域の歴史資料を保存する

施設が山口に出来ました。山口県文書館です。次いで1963年京都府立総合資料

館、先頃ユネスコの世界記憶遺産に登録された東寺百合文書を保管している施

設です。1968年東京都公文書館、1969年埼玉県立文書館、1970年福島県歴史資

料館、1972年神奈川県立文化資料館、1973年茨城県立歴史館、1974年神奈川県

藤沢市立文書館、1975兵庫県尼崎市立地域研究史料館が出来ています。これら

の館の名称を縷々読み上げたのは、は英訳ではアーカイブズとなっているので

すが、日本名ではかくも異なっていることを示したかったからです。で1975年

といえば戦後30年にもなるのですが日本には10施設がようやくできたという状



況でした。 

 

８ 図書館の人々を含む歴史資料保存利用機関の関係者がはじめて集まったの

は1973年です。最初は有志による懇談会です。それが設立準備委員会を経て、1

976年2月に山口県文書館で創立総会と研究発表会を開催するにいたりました。

創立総会の参加者は45機関66名でした。初代会長は後にも述べますが、茨城県

立歴史館長の岩上二郎氏です。 

 

９ 本会の設立には、次のような意義があったと思います。第１にこれまで研

究者と利用者の手で進められてきた史料利用問題を、保存と提供する立場から

も考えるようになったということです。第２に地域資料である古文書だけでは

なく、国や自治体が持つ行政文書・記録資料すなわち公文書にも重要な価値が

あることが共通認識となりました。 

 

10 設立以後は、毎年各地で大会と総会をさらには研修会を開催しています。 

 大会開催地の変遷は画像のとおりです。昨年の福岡大会が第40回です。現在

開催されていない所は、全47都道府県のうち、残り15の県となりました。 

 

11 大会ではテーマを設定して、単年でまたは数カ年間共通の課題を協議して

います。一昨年の第39回の東京大会は「地域社会とともに歩むアーカイブズ―

公文書管理法時代の資料保存―」でした。昨年の第40回の福岡大会は、「アー

カイブズ資料の広範な公開を目ざして」です。これは21世紀になって急速に進

んだ資料のデジタル化に伴って生じる諸問題について議論を進めています。今

回ＥＡＳＴＩＣＡ福岡プログラムの一年前にも、同じ都市で似た議論をしたの

です。 

 

12 以前のテーマをみますと、1977年から３カ年間は法律制定について議論し

ています。この法案には日本学術会議や歴史学会等が先行していたのですけれ

どもが、全史料協の会長であった岩上二郎氏が参議院議員になり国政に参加し

ます。そのとき同氏は全史料協では顧問となっていたのですが、岩上氏の政治



生命をかけるご努力で議員立法により1987年に「公文書館法」が成立しました

。勿論全史料協としても法律成立までは随分議論を重ね、運動も行いました。 

 公文書館法成立後の大会は、全国各地に公文書館を設立するための議論や公

文書館のある地域ではその制度の充実をさせるための議論を続けました。1994

年第20回神奈川大会は「文書館制度の拡充をめざして」というテーマでこれま

で200人程度であった参加者が393人にものぼり、大会史上最高人数で、これは

第40回を数える昨年まで破られていません。 

 

13 1995年1月に起こった阪神淡路大震災は、6434人もの犠牲者を出すという大

きな災害でした。地域史料も甚大な被害を受けます。早速同年の21回大会は「

災害と史料保存」をテーマとして、災害史料の保存について議論いたしました

。次いで市町村合併時代とある図をごらんください。 

 

14 日本政府は、1999年から2005年まで手厚い財政支援措置をして、市町村合

併に積極的に関与しました。これにより、国内に3200余あった市町村が2005年

末には1800余になりました。2015年現在は1718です。わずか10数年で1500余の

自治体が編入とか合併により消滅したことになります。時あたかも21世紀突入

時期でしたから、市町村合併をともなう新時代に応じてどうあるべきかの議論

を続けています。 

 

15 2011年はご存知のとおり東日本大震災があった年です。これは現在もまだ

大きな爪痕を残しています。早速同年の37回大会では震災関係の報告している

のですが、実はこの年から国が公文書管理法を施行していまして、その関係の

議論を深める企画を３年間続けています。東日本大震災については臨時委員会

を設けて活動することになりました。 

 

16 なお、大会及び総会のときには研修会も開催してアーカイブズの入門研修

をはじめ専門的な分野の研修講座をし、テキストも作っています。 

 

17  Ⅱ 調査・研究  



 調査研究委員会は、公文書館等に関する諸問題を調査研究します。かつては

専門職問題委員会と資料保存委員会の２つありました。日本には、国家制度・

資格としての公文書館の専門職が確立していません。公文書館ごとに、それぞ

れの組織の性格に応じた職員を配属している状況です。そこで全史料協は1996

年(画像1966年は誤りです)に専門職問題委員会を設置し、①専門職制度に関す

る検討、②アーキビスト養成制度に関する調査、③専門職問題に関する他団体

との連携を議論したのです。  

 

18 アーキビスト制度に関する調査報告資料は、2003年「海外におけるアーキビ

スト養成に関する調査報告」をはじめ、2006年「アーキビスト養成の現状分析

と今後の展望」、2009年『アーキビスト制度関係資料集』をまとめました。と

まとめていますが、制度の確立には至っていません。 

 

19 資料保存委員会は、阪神・淡路大震災を契機に1995年4月に設置された防災

委員会を2001年に改組して成立したもので、資料保存に関する情報提供、調査

研究他をしています。2003年『データにみる市町村合併と公文書保存』をはじ

め、2004年『自治体の保有する公文書の現状について』、2005年『阪神・淡路

大震災から10年 記録集成』、2006年『資料保存と防災対策』と立て続けに刊

行しています。これにより資料保存スキルは随分向上したと思います。続いて

、公文書管理法制定にかかる研修会・講演会も行っています。 

 

20 2009年に専門職問題委員会と資料保存委員会を統合して現在の調査・研究

委員会になりました。近年は、公文書館機能普及のために自己点検指標の策定

や公文書館機能普及セミナーの開催を重ねています。2015年3月『電子版公文書

館機能ガイドブック』を作成・刊行しました。 

 全史料協はかつて公文書館法成立に象徴されるように公文書館設立運動をし

ていました。そのトーンを下げたわけではないのですが、1990年代半ば以降日

本経済の停滞とともに日本の地方自治体は厳しい財政問題に直面してきます。

ハコモノである公文書館設立費用の捻出が難しくなり、そこで公文書館そのも

のの設立だけではなく、それぞれの自治体にあったやりかたで公文書館機能を



整備することに寄与しようということから、この手引き書を発行したのです。 

 財政が厳しかろうが、厳しくなかろうが、自治体は「公文書を残し、保存し

、活用する」体制を構築しなくてはならないという信念を我が会は持っていて

、これも一つの形といえるでしょう。 

 

21  Ⅲ 広報・広聴    

 広報・広聴委員会は、①会誌『記録と史料』（画像の資はまちがい）（年1

回）の編集刊行、②会報（年２号）の編集刊行、③ホームページの維持管理を

しています。 

 

22 ①会誌は現在25号になります。会員以外にも頒布しています。アーカイブ

ズに関する実践・研究・情報の雑誌として高度な内容と自負しています。英文

タイトルも付けています。内容構成は 特集、研究、アーキビストの眼、世界

の窓、アーカイブズネットワーク、書評と紹介、資料ファイル、会員の刊行物

情報、全史料協の1年です。日本国内各地の情報意見交換だけでなく、世界の情

勢にも注目しています。  

 

23 ＩＣＡをはじめ東アジア諸国からも多くを学んできました。 

 古いところでいえば、1987年のマイケルローパー氏、および1991年のシャル

ルケメスティ氏の日本講演は随分刺激になりました。ジャンファビエ会長との

交歓会も行っています。 

 

24 ②会報は年２号発行しています。うち1号は総会や大会・研修の議事録も記

録していて、大会に参加できなかった人にも弁じるようにしています。 

 

25 ③ホームページは映像のとおりです。 

 

26 なお、一つひとつの説明はいたしませんが、全史料協関係の刊行物として

はご覧のとおりのものがあります。 

            



 

27 おわりに 

  全史料協の設立趣旨は、はじめに申しましたとおりなのですが、その前提と

してわたくしたちは、アーカイブズは民主主義や地域社会を支える礎であると

認識していまして、そのことをアピールする団体であるという強い意識という

かプライドを持っています。単なる任意団体でもありますが、一機関、一個人

では解決しえない諸問題に対し、協力して対処する「力ある団体」と思ってい

るのです。 

 特に公文書館法制定にあたっては、先ほど述べたとおりですが、それ以外に

も司法資料の保存や市町村合併に伴う公文書保存などでも、政府や各方面に要

望書や提言を行い一定の役割を演じてきました。成果もあったと思います。東

日本大震災では被災公文書等のレスキューにアーカイブズ関係団体として加わ

り、日本のアーカイブズ世界に貢献しています。 

 これからもわたくしたちは、専門機関・専門家の団体として、日本の民主主

義や地域社会をまもるためプライドをもって日本のアーカイブズをリードして

行こうと思っています。 

 これで終わります。ご静聴ありがとうございました。 


